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居宅介護・重度訪問介護 

訪問介護リベル春日井 

重要事項説明書 

 

                  （2025 年 5 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業者の概要  

名称 株式会社リベルケア 

法人の種別 株式会社 

法人の所在地 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 

法人の電話番号 052-856-5682 

代表者氏名 代表取締役 清原達観 

 

２ 本事業所の概要 

事業所の名称 訪問介護リベル春日井 

事業所の所在地 春日井市穴橋町字山本 1606 番 261 

事業所番号 2317502710 （2025 年 5 月 1 日指定） 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ 居宅介護 

重度訪問介護 

営業日、営業時間 月曜日から金曜日まで 

国民の祝日及び 12 月 29 日から１月３日までを除く。 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 

ｻｰﾋﾞｽ提供日、時間 365 日 24 時間 

ｻｰﾋﾞｽ提供地域 春日井市 

事業の目的及び運

営方針 

株式会社リベルケア（以下「事業者」という。）が開設する訪問介護リベル

春日井（事業所名）（以下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）に規定する

指定共生型居宅介護、指定共生型重度訪問介護（以下「指定共生型居宅介護

等」という。）の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運

営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目

的とする。 
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３ 事業所の職員体制 （2025 年 5 月現在） 

職種 常勤(人) 非常勤(人) 合計員数 

（常勤換算） 

資格等 

管理者 1       

サービス提供責任者 2    

ヘルパー     

 

４ 主たる対象者 

身体障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

 

 

５ 提供する居宅介護・重度訪問介護サービス 

（１）居宅介護・重度訪問介護サービスの内容 

①身体介護 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助・清拭 入浴の介助や清拭（体を拭く等）、洗髪などを行います。 

更衣介助 衣服の着脱の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

移乗介助 車いす等への乗り降りの介助を行います。 

 

 ②家事援助 

調理 利用者の食事の用意・片付けを行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

 

（２）ヘルパーの禁止行為 

 ①利用者に対する暴力等の虐待行為 

 ②身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（緊急やむを得ない場合を除く。） 

 ③利用者の同居家族に対するサービス 

 ④利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（庭の手入れやペットの世話等） 

 ⑤居宅介護（身体介護、家事援助）における外出や単なる見守りのサービス 

 

６ 利用料金 

(1) 介護給付費支給対象サービスに係る利用者負担額 

居宅介護サービスに係る利用者負担額は、区市町村が定める利用者負担上限月額（居宅介護 

 

サービスに要した総費用額の１割相当額が低い場合には、低い方の額）となります。また、居

宅介護サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた額を介護給付費として事業者

が受領します。 

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第３１条により特例

の適用を受ける場合は、区市町村が定める額となります。 

また、同一世帯に障害福祉サービスの利用者が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険



参考様式（１） 

サービスを併用する利用者がいる場合で、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、

高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減される場合もあります。  

        

居宅介護サービス提供に要した総費用額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する

費用の額の算定に関する基準(平成１８年厚生労働省告示第５２３号)」別表介護給付費等単位

数表により算定する単位数（下記表）に「厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成１８年厚

生労働省告示第５３９号）」を乗じて得た額となります。 

 

月合計給付単位数（①基本サービス単位数＋②加算単位数）×１単位の単価＝サービスに要した総費用 

 

※居宅介護サービスに要した費用と利用者負担額の目安は、下記表のとおりです。 

① 基本サービス単位数表  

 

・２人の従業者により居宅介護を行う場合は、２人の従業者について区市町村が認める場合

（①身体的理由②暴力行為等③その他利用者の状況から①、②に準ずると認められる場合の   

 

いずれかに該当する場合）で、利用者から同意を得ている場合になります。         

各ヘルパーの所定単位数で算定します。                         

上記以外で、利用者が希望する場合は、利用者から介護給付費相当の額をいただきます。 

・３級ヘルパー等が居宅介護サービス提供にあたる際は、所定単位を減じて算定します。 

身体介護 所定単位の３０％減 

    家事援助 所定単位の１０％減   
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② 加算単位数 

  下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。 

 ○ 夜間早朝加算 夜間（１８時～２２時）、早朝（６時～８時）の場合は、①の単位の２５％

増 

○ 深夜加算 ２２時～６時の場合は、①の単位の５０％増 

 ○ 緊急時対応加算 １回につき１００単位 

     居宅介護計画に位置づけられていない居宅介護を利用者の要請を受けて、２４時間以内に

行った場合に算定します。 

 ○ 初回加算 ２００単位／月 

   新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供

責任者が居宅介護サービスを提供した場合、又は従業者のサービスに同行した場合に算定しま

す。       

○ 喀痰
かくたん

吸引等支援体制加算 １００単位／日 

 ＊特定事業所加算（１）を算定していない事業所において、喀痰吸引等に関する認定特定

行為業務従事者である介護職員等がたんの吸引等を実施した場合に算定します。 

○ 利用者負担上限額管理加算 １５０単位／月 

利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。 

○ 福祉専門職員等連携加算 ５６４単位／回 

サービス提供責任者が、利用者に関わった障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設

等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、

作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等の国家資格を有する者に同行して利用者の居宅

を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を共同して実施した上で、居宅介護計画を作成し、

作成された居宅介護計画に基づきサービスを提供した場合に算定します。 

○ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（基本単位＋加算単位）の 1000 分の 274 相当単位／月 

当該事業所では、職員の処遇（賃金等）改善を図っています。 

 



参考様式（１） 

加算項目 利用料 利用者負担額 算定回数等 

緊急時対応加算 1,036 円 左記の１割 
身体介護に限る。１回の要請につき１回、利

用者１人に対し、１月に２回を限度とする 

初回加算 2,072 円 左記の１割 初回月、１回のみ 

※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が居宅

介護計画の変更を行い、ヘルパーが居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない

サービスを緊急に行った場合に加算します(対象となるサービスは、身体介護及び通院等介助(身

体介護を伴う場合)に限ります)。 

※ 初回加算は、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月

内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を

行う際に同行した場合に加算します。 

 

事業者は、区市町村から法定代理受領により、居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合

は、利用者に対し、利用者に係る介護給付費の額をお知らせいたします。 

 法定代理受領を行わない居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、サービス証明書を利用者

に交付します。 

 

(2) その他サービスに係る費用について 

交通費 無料 

 

(3)支払方法 

利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について 

 

 

利用者負担額その他の費

用の支払い方法について  

 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌

月 15 日までに利用月分の請求書をお届けします。２７日までに下記口

座に振り込みをお願いします。 

現金支払い等支払い方法については、ご相談ください。 

 

名古屋銀行碧南支店 

普通預金口座（口座番号 5000250） 

口座名義 株）リベルケア 代表取締役 清原 達観 

 

７ 居宅介護サービスの利用方法 

 (1)  居宅介護サービスの利用開始 

  ①居宅介護について介護給付費の支給決定を受けた方で、当事業者の居宅介護サービス利用を

希望される方は電話等でご連絡ください。 

当事業者の居宅介護サービス提供に係る重要事項についてご説明します。 

 

②居宅介護サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、居宅介護

計画の基づき居宅介護サービスの提供を開始します。 

契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。 

ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更 

新されるものとします。 
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③居宅介護の提供に当たっては、適切な居宅介護サービスを提供するために、利用者の心身の

状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただき

ます。 

 

(2)  サービスの修了 

1 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の 1 週間前までにお申し出ください。 

2 事業所の都合でサービスを終了する場合 

利用者がサービス提供地域外に転居し、それによりサービスの提供継続が困難と見込まれる場合 

は、終了 2 週間前までに通知いたします。 

3 自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了いたします) 

・利用者が介護保険施設や医療施設に入所または入院した場合(3 か月以上) 

・利用者が亡くなられた場合 

4 その他 

・入院・入所等により 1 か月以上の利用を休止された場合、利用再開については当事業所の状況

により、希望される曜日に対応できない場合があります。その際は、他の利用可能な時間や曜

日を提示し、改めて調整させていただきます。 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家

族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者はサービスの中止を申し出るこ

とによって即座にサービスを終了することができます。 

(3) サービスの提供を中止する場合 

1 利用者が、サービス利用料金の支払いを 2 か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

かわらず 1 か月以内に支払われない場合 

2 利用者やご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス職員に対して暴力等の迷惑行為を

行った場合(当事業所より利用者へ通知することで、即座にサービスを終了させていただく場合

があります) 

 

８ この契約に関する相談・苦情の窓口等 

（1）苦情等相談窓口について 

  提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付ける窓口を下表のとおり設置します。 

      当事業所ご利用相談・苦情窓口 

担当者 中村好孝 

電話番号 0568-84-1012 

受付時間 月曜日〜金曜日 8:30～17:30 

  

担当部署 春日井市 健康福祉部 障がい福祉課 

電話番号 0568-85-6186 

受付時間 月曜日〜金曜日 8:30～17:15 

  

(2）苦情処理の体制及び手順について 

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 

 

① 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情・要望等を随時受け付けることとし、もしも他の職員が

入居者等から苦情・要望等を受け付けた場合は、速やかに苦情受付担当者に申し伝えることとする。

この際、苦情受付担当者は、速やかに利用者等に面談し、事実確認を行なうこととする。 
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② 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情・要望等の受付に際し、別紙に記載し、その内容につい

て苦情･要望の申出者に確認する。 

③ 苦情受付担当者は、②にて記載し、申出人の確認を得た書類を苦情解決責任者に報告する。報告

を受けた苦情解決責任者は、申出人と話し合いによる解決を図る。 

 

9 緊急時等における対応方法 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連

絡先（ご家族等）、へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。 

 

10 事故発生時等における対応方法 

サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに次に掲げる機関

へ報告をする。 

① 県 

② 利用者の支給決定をしている市町村 

③ 事業所が所在する市町村 

 

11 個人情報の保護及び秘密の保持について 

※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」

を遵守し適切な取扱いに努めます。 

※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、サービスの提供以外の目的では原則的

に利用しないものとし、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情

報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 
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 令和   年   月   日    

 

   居宅介護の利用にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

    事業者 

     （所在地）  愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 

     （事業者名） 株式会社リベルケア 

     （代表者）  代表取締役 清原達観 

     （事業所名） 訪問介護リベル春日井 

  

（説明者）  氏名             

 

私は本書面により、これから居宅介護サービスを受ける居宅介護の重要な事項について、事

業者から説明を受けました。 

   

利用者 

   （住所） 

 

   （氏名）   

              

代理人又は立会人等 

   （住所） 

 

   （氏名）  

              

（続柄）               



 - 1 - 

居宅介護・重度訪問介護  

利用契約書 

 

               （以下｢利用者｣という｡）と株式会社リベルケアが運営する訪問

介護リベル春日井（以下｢事業者｣という｡）の提供する居宅介護・重度訪問介護サービス（以下居

宅介護・重度訪問介護サービスという）を受け､それに対する利用料金を事業者に支払うことにつ

いて､次の通り契約（以下｢本契約｣という｡）を締結します｡ 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約は、事業者が利用者に対し、障害者総合支援法令の趣旨にしたがって、利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう居宅介護等を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を

支払うことについて定めます。 

 

（契約の期間） 

第２条 この契約の契約期間は       年    月    日からとします｡ 

 ２ 契約満了の２日前までに利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない

場合、契約は自動更新されるものとします。 

 

（居宅介護・重度訪問介護計画） 

第３条 サービス提供責任者は､利用者について､解決すべき課題を把握し､利用者の日常生活全般

の状況及び希望を踏まえた上で､居宅介護・重度訪問介護サービスの目標､担当する従業者の

指名､従業者が提供するサービスの具体的内容､所要時間､日程等を盛り込んだ居宅介護計画を､

本契約締結の日から 7 日以内に作成します｡ 

２ 居宅介護計画については､６ヶ月に 1 度定期的に見直すほか､必要に応じて見直します｡ 

３ 居宅介護・重度訪問介護計画の作成及び変更に際しては､その内容を利用者およびその同居

の家族に説明します｡ 

 

（居宅介護・重度訪問介護サービスの内容） 

第４条 事業者は､前条に定める居宅介護・重度訪問介護計画及び本契約書に基づいて､利用者に次

の内容のサービスを提供します｡ 

① 身体介護 

② 家事援助 

 

（利用料金） 

第５条 事業者は､居宅介護・重度訪問介護サービスの提供に当たっては､予め利用者に対し､当該

サービスの内容及び費用について説明し､利用者の同意を得るものとします。 

２ 利用者は､サービスの対価として市町村が定める介護給付対象の利用料金の月毎の合計金額

を事業者に支払うものとします。 

３ 利用者は､本人の希望による介護給付対象外サービス提供の対価として､別紙「重要事項説明

書」に定める利用料金の月毎の合計金額を事業者に支払うものとします。 

  事業者は､介護給付対象外サービスに要する費用を､物価の変動その他の理由により相当な額

に改定することが出来るものとします。尚､改定した場合は別紙「重要事項説明書」にその旨

記載するものとします。 

 

（利用料金の支払い等） 

第６条 事業者は､当月の利用料金合計額の請求書を､翌月 15 日までに利用者に送付するものとし
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ます。 

２ 利用者は､前項により請求のあった利用料金の合計額を､サービス提供翌月 27 日までに口座

振替もしくは振り込みの方法で支払うものとします。 

３ 介護給付サービスの利用料金については､その使途内容によりその都度清算するものとしま

す。 

４ 事業者は､利用者から料金の支払を受けたときには､利用者に領収証を発行します｡ 

 

（サービス提供の記録） 

第７条 事業者は､毎回サービス終了時に､利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます｡ 

 ２ 事業者は､居宅介護・重度訪問介護の提供に関する諸記録を作成し､契約終了後 2 年間保存

します｡
。

 

 ３ 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において､当該利用者に関する２項の諸記録を

閲覧できます｡
。

 

 ４ 利用者は､当該利用者に関する２項の諸記録の複写物の交付を受けることが出来ます｡ 

 

（サービスの中止） 

第８条 利用者は事業者に対して、サービス提供の 24 時間前までに通知することにより料金を負

担することなくサービス利用を中止することができます。 

 ２ 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、こ

の契約を解除することができます。 

 

（守秘義務） 

第９条 事業者は､正当な理由がある場合を除き､利用者又はその家族の個人情報を他に漏らさない

義務を負うものとします。 

２ 事業者は､ヘルパーが退職後､在職中知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことの

ないように必要な措置を講じるものとします。 

 

（身分証明書携行義務） 

第 10 条 サービス提供職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示するものとします。 

 

（損害賠償） 

第 11 条 事業者は､本契約に基づく施設サービスの実施に伴って､自己の責に帰すべき事由により

利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第９条に定める守秘義務に違反した

場合も同様とします。 

２ 事業者は､前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。 

３ 利用者は､故意又は過失により事業者に損害を与え､又は無断で備品の形状を変更したときは､

その損害を弁償し､又は原状に復する責務を負うものとします。尚､損害賠償の額は利用者本

人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。 

 

（契約の終了事由） 

第 12 条 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間を置いて文書で通知をすることにより、こ

の契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情が

ある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。 

２ 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ケ月前の予告期間を置いて理由

をしました文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 

３ 次の事由に格闘した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約

することができます。 
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(1) 事業者が正当な理由なくサービス提供しない場合。 

(2) 守秘義務に違反した場合。 

(3) 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。 

(4) 事業者が破産した場合 

４ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除

することができます。 

 （1）利用者のサービス利用料金の支払いが 3 ケ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにも

関わらず 7 日以内に支払わない場合。 

 （2）利用者またはその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難しいほどの背

信行為を行った場合。 

５ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（1）利用者が介護保険施設に入所した場合。 

（2）居宅介護給付が必要ないと決定された場合。 

（3）利用者が死亡した場合。 

 

（緊急時の対応） 

第 13 条 事業者は、現に居宅介護サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに主治医または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講

じます。 

 

かかりつけ医 住所 電話番号 主治医名 

    

① 緊急連絡先 住所 電話番号 続柄 

    

② 緊急連絡先 住所 電話番号 続柄 

    

 

（苦情解決） 

第 14 条 事業者は､提供した居宅介護サービスに関する利用者等からの苦情に対して､苦情解決に

関する規則に基づき､苦情を受け付ける窓口等を設置して適切に対処するものとします。 

２  事業者は､利用者又は法定代理人等が苦情を申し立てた場合､これを理由とする不当な扱いは

一切しないものとします。 

 

（身元引受人） 

第 15 条 事業者は､利用者に対し､法定代理人が選定されるまでの間、身元引受人を求めるものと

します。但し､社会通念上､これが出来ない相当の理由があると認められる場合は､その限りで

はありません。 

２ 身元引受人は､利用者が本契約に基づき債務を負うときは､利用者と連帯して履行の責任を負

担するものとします。 
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（協議事項） 

第 16 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合､事業者は障害者総合支援法そ

の他諸法令の定めるところに従い､利用者と誠意をもって協議するものといします。 

 

 上記の契約を証するため､本書２通を作成し､利用者又は法定代理人又は利用者および身元引受人

と事業者が記名押印の上､各１通を保有するものとします。 

 

 

                              年   月   日 

          

事 業 者    所在地 愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号             

       名 称 株式会社リベルケア                

       代表者 代表取締役 清原達観                        

 

 

利 用 者    住 所                  

氏 名                 

 

代 理 人    住 所                    

    

氏 名                  

 

続柄 


